
・産業廃棄物はすべての業種に伴うものと、特定の業種（主な業種に記載）に伴うものがあります。
・産業廃棄物には量的な規定がなく、事業規模が小さいところから排出される場合や、１回の排出量が極めて少量であっても該当します。
・事業所で使用していた家庭用のテレビ、エアコン、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫を処理する場合は、家電リサイクル法に従い処理し
 なければなりません。
・業種により、この表にないものも発生します。法令に従い適正処理をお願いします。

　

　※１　酒田市では、新聞・雑誌・段ボール・紙パックはもちろんのこと、紙箱・封筒・トイレットペーパーの芯等、いわゆる「雑がみ」の
　　　リサイクルを推進しています。出来るだけ一般廃棄物としてではなく、資源としてリサイクルしてください。
　※２　スーパーマーケットや飲食店等から出る「野菜くず」等を肥料化している事業所があります。詳しくは環境衛生課までお問い
　　　合わせください。
　※３　汚れが付着している「弁当容器、小袋類（ソースや醤油等）、チューブ類、カップ麺容器」に限り一般廃棄物として排出できます。
　　　その他の廃プラスチックは産業廃棄物となりますので適正に処理してください。

酒田市における事業系一般廃棄物排出量の状況

過去５年間推移では、１年おきに増減を繰り返していますが、少しずつ減少しています。これまでの新型コロナ

ウイルス感染症に伴う経済活動の制限の他、事業活動に起因するなど様々な要因が考えられますが、引き続

き、ごみの適正処理と減量の取り組みをお願いします。

堆肥
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事業系ごみの分け方一覧
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酒田市事業系一般廃棄物の排出量推移

分別の際、特にご注意いただきたいもの

事業系ごみは、発生した時点できちんと分別しましょう

事業系ごみを適正に処理するには、排出するまでにきちんと分別することが必要です。また、分別を徹底するこ

とで焼却するごみを減量し、処理経費を減らすことにもつながります。

事業者の皆様におかれましては、発生した時点で、資源物（リサイクル）、一般廃棄物、産業廃棄物の分別を徹

底するようにお願いします。

調味料用ペットボトル、プラスチック

製の事務用品・文具類・容器、発砲

スチロール等の緩衝材、梱包材等

廃プラスチック類

産業廃棄物処理業者へ

家電4品目

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、

洗濯機・衣類乾燥機

業務用機器は、産業廃棄物処理業者へ

家庭用機器は、家電製品協会（家電リサ

イクル券センター）へ

◎ 市ホームページをご覧ください。 ⇒

※事業に使用した物でも、家庭用機器として販売されたものは、家電

リサイクル法によりリサイクルが義務付けられています。



事業者の皆様へ

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第３条）

 　　事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

　　各種リサイクル法における事業者の役割
　【循環型社会形成の促進に向けて】　

家庭系ごみ集積所は、各自治会が管理しています。事業系ごみを家庭系ごみステーションに出すことは、

不法投棄とみなされる場合があります。自営業等で少量の場合でも同様です。

事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集委託（有料）するか、事業者が直接処理施

設に搬入（有料・１０ｋｇ当たり１５０円）してください。

酒田市環境衛生課 酒田市広栄町三丁目１３３番 電話 0234-31-0933

法律で定められた２０品目

産業廃棄物以外の廃棄物

事業系一般廃棄物
汚れた紙くず、厨房の生ごみ、

従業員が出した弁当くず、

落ち葉、割りばし、吸い殻など

※産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物
廃プラスチック類、動植物性残さ、

汚泥、金属くず、がれき類、

ガラス・陶磁器くずなど

法律で定められた２０品目

事業系ごみの正しい処理と

リサイクルにご協力ください。

事業系ごみとは？

事業系ごみ

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

酒田地区広域行政組合

ごみ処理施設

山形県が許可した産業廃棄物処理

業者に処分や収集を依頼。
酒田市が許可した一般廃棄物処理業者

に処分や収集を依頼。

産業廃棄物処理業者排出先

山形県産業廃棄物処理許可

業者は山形県ホームページ

をご覧ください。右記二次元コ

ードから確認できます。→

事業系ごみは大きく２つに分類されます
家庭系ごみ

事業系ごみの分類

家庭系ごみステーションに出すことはできません

酒田市から

のお願いだ

のん。

酒田市事業系一般廃棄物収集

運搬業許可業者は、酒田市ホー

ムページをご覧ください。

← 左記二次元コードから確認できます。

・事業系ごみとは、会社やお店など一般家庭以外から出されるごみのことです。

・事業所だけでなく、個人事業主・飲食・工場・農業・病院・学校・ＮＰＯ等の事業活動に伴うごみも該当します。

・事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。

・事業系一般廃棄物と産業廃棄物は、裏面（３ページ）の分け方一覧をご覧いただき適正に分別してください。

リサイクル

ごみ

（廃棄物）

事業所でできる３R（リデュース・リユース・リサイクル）

①過剰包装や生産工程の見直し（リデュース）
商品の包装を簡易的なものにすることで、包装紙やプラスチックごみの削減に繋がります。

また、商品を長寿命化することで、ごみの排出抑制が期待できます。

③資源物の再資源化（リサイクル）
オフィスや事業所から排出されるチラシ、段ボール、シュレッダー紙等の古紙や、空き缶等の

金属類は、資源回収業者に回収されることでリサイクルされます。

➁一度使用したものの再利用（リユース）
不要な紙の裏面を事業所内でメモ用紙として使用したり、壊れた備品を極力修理して使用する、

まだ使用できる不要な備品を他の部署に譲るなどでも、ごみの減量につながります。

容器包装リサイクル法 食品リサイクル法

建設リサイクル法 家電リサイクル法

〇事業者は、その事業において用いた、又は製造・輸

入した量の容器包装についてリサイクルを行う義務を

負います。

〇リサイクルだけでなく軽量化、量り売り、レジ袋の有

料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める

必要があります。

〇食品関連事業者は、食品廃棄物の抑制・減量、

食品循環資源の再利用、再利用できない食品循環

資源からの熱回収に取り組むことが求められていま

す。

〇コンクリート、アスファルト、木材等の特定建設資材

を用いた建築物を解体する工事、又はその施工に特

定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規

模以上の建設工事について、受注者等は、分別解体

等及び再資源化等を行うことが義務付けられています。

〇小売業者は、「過去に販売した対象機器」、「買い

替えの際に引き取りを求められた対象機器」の引取

義務があります。

〇製造・輸入業者は、自らが過去に製造・輸入した対

象機器の引取義務と再商品化等実施義務がありま

す。

製品等が廃棄される前に・・・ 循環型社会の形成へ寄与

回収・リサイクル

ＳＤＧｓの取り組み

環境負荷の軽減

新たなビジネスチャンスの創出

企業価値向上

【食品循環資源とは？】

食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となる

など有用なもの。

このパンフレットは、不要になった酒田市役所庁内文書をペーパーラボで再生した紙に印刷しました。
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